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第37巻

中国古代の「大臣」 をめぐって

黒 田 達也 ＊

Concemmg㎜th “Da功in（大臣）’’in A㏄ient C㎞1a

KURODA Tatsuya ＊

要  旨

 中国古代において「大臣」なる語が意味する内容を，『史記』から噺唐書』に至る正史より「大臣」の用例を博捜

し，「大臣」を含む表現，上級官の秩階・品階の変遷，「大臣」として正史に現れている官人の官職の秩階・晶階，と

いう三つの視角から検討し，前漢では秩比二千石以上の官人，後漢では中二千石以上の官人，魏以後では総じて従三

品以上の官職こ叙任されている官人，ないしそれに準ずる者に対する身分的呼称が「大臣」であったことを論じた。

は じ め に

 嘗て，我が国の律令制前の『大臣」が高句麗の大村虚，

百済の大佐平，新羅の上大等と相通ずるものであり，律

令官制の成立期たる天武朝や浄御原令制下の官制におい

ても朝鮮三国の官制との関係が明瞭に指摘できることを

明らかにした大臣・大対盧・大佐平・上大等は，それ

らに任じられた官人州立階の枠内にあるか，それを超越

するかはともかく，外見上，中国の正四品官以下に相当

する位階を超越する官であり，大対盧はr大臣」とも表

記し得ることにおいても我が大臣と共通する。中国正史

にもr大臣」という表現が数多く見出されるが，r大臣」

という語の意味するところを明示する史料は見当たらな

いようである。そこで本稿では，『史記』から噺唐書』

に至る正史に現れるr大臣」の用例のうち，比較的その

指示する内容が把握し易いと思われるものを調べること

によって，「大臣」なる語がどのような官人を意味する話

とみられるかということについて検討することにしたい。

 本論に入る前に述べておくべきことがある。それは中

国の「大臣」が単なる高官程度の意味にしか取られてい

なし噸向がある（1〕ことについてである。「大臣」がこの

ような意味でも用いられていることは事実であり，『新

唐書』李緯伝の，「緯謂，大臣持禄不敗諌，小臣民罪不敵

言。」という記述はその端的な例である。しかし，次のよ

うな記述は「大臣」を単なる高官という意味に解するだ

けでは不充分であり，「大臣」という語が一定の範囲の官

人を意味するものであったことを示すものと考えられる。

初聴大臣・二千石・刺史行三年蕗（『後漢書』安帝紀）

2003年4月9目受理
＊ 一般教養科 （Depa1dment of Libera1 A血）

棄等備位大臣｛2〕，所懐心尽。  （『宋書』武帝紀上）

大臣子弟堪受教者，令入学。   （『朱書』礼志1）

碓自以出於微賎，致仕大臣｛3〕。 （『北斉書』張雌伝）

I 「大臣」を含む表現

 「大臣」が一定範囲の官人を意味する語であったとい

う理解を前提として，以下，先ずr大臣」を含む表現に

付いて見て行くことにする。

 『史記』から噺唐書』に至る正史からr大臣」を含

む表現をまとめると次のようになる。尚，出典は，原則

として，それぞれの正史に付き1つを挙げるに留めた。

＜史記＞

 1大臣諸侯        （巻9 呂太后本紀）

 2 宗室大臣ダ喉吏二千石 （巻10 孝文帝本紀）

 3 公卿大臣    （巻20 建元以来使者年表）

 4 諸侯王大臣      （巻105 大倉公伝）

＜漢書〉
 5 大臣諸侯王         （巻3 高岳紀）

 6 大臣諸侯          （巻3 高岳紀）

 7公卿大臣        （巻36 楚兄王伝）

 8 執政大臣        （巻36 楚兄王伝）

 9 将嗣大臣        （巻85 谷永伝）

＜後漢書＞

10 大臣二千石刺史      （巻5 孝安帝紀）

11 大臣二千石以上      （巻5 孝安帝紀）

12公卿大臣        （巻41鍾離意伝）

13 将相大臣         （巻43 朱穆伝）

14 宰陶大臣        （巻60了察筥伝）

＜三国志〉
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15
16
17
18
ユ9

＜晋

20
2ユ

22
23
24
25
26
＜宋

27
28
29
30
31
32
＜魏

33
34
35
36

公卿大臣列将有功者（巻1 魏書武帝紀 令）

枢機大臣     （巻ユ2 魏書 司馬岐伝）

公卿及内職大臣   （巻16 魏書杜恕伝）

公輔大臣      （巻38 蜀書評靖伝）

将相大臣      （巻59 呉春 孫登伝）

書〉

公卿大臣     （巻3 帝紀第三武帝 詔）

諸王公大臣     （巻20 志第十 礼中）

公侯大臣     （巻21 志第十一礼下）

将相大臣     （巻27 志十七 五行上）

大人大臣         （巻35 陳篶伝）

宰相大臣         （巻50 泰秀伝）

大臣大将         （巻57 吾彦伝）

書＞

公卿大臣列将有功者  （巻15 志第5 札2）

大臣長吏      （巻15 志第5 札2）

大臣将相    （巻26 志第16 天文4）

大臣侯王    （巻27 志第17 符瑞上）

将相大臣    （巻33 志第23 五行4）

朝廷之士及大臣藩鎮  （巻83 呉言伝記）

書〉

公卿大臣           （巻3 太宗紀）

内外大臣        （巻34 盧魯元伝）

諸侯大臣     （巻ユ05－3 天象志3）

大臣貴人     （巻105－4 天象志4）

＜北斉書＞

37 三公大臣

＜周 書〉

38 公卿大臣

39 大臣重将

＜情書＞

40
41
42
43
＜北

44
45
46
47
48
49

王公大臣

大将大臣

諸侯大臣

公卿大臣

史＞

公卿大臣

公卿大臣

王公大臣

内外大臣

大臣重将

公卿大臣

＜旧唐書＞

50 公卿大臣

5ユ 将相大臣

52 卿相大臣

53 宰相大臣

（巻26 蒔伝）

 （巻4 明帝紀 詔）

（巻11 晋蕩公議伝）

（巻1 高祖紀上記）

 （巻19 天文志上）

 （巻20 天文志中）

  （巻25 刑法志）

 （巻1 魏本紀1 こ33と同）

 （巻9 周本紀上記 ：38）

（巻11 陪本紀上記 ＝40）

  （巻25 盧魯元伝 ＝34）

 （巻57 周室宗護伝 ＝39）

    （巻77 李語伝 上書）

 （巻8 玄宗紀上記）

（巻12 徳宗紀上 詔）

（巻18上武宗紀詔）
  （巻165 盈孫伝）

54 中外大臣

55 王公大臣

56 大臣率官

57 公尊大臣

＜新唐書＞

58
59
60
61
62
63
64

大臣重将

元老大臣

将相大臣

宰相大臣

公卿大臣

大臣将相

大臣王公

 （巻177 崔胤伝）

 （巻183 藤京伝）

（巻184 魚朝恩伝）

（巻195 王無競伝）

 （巻76 后妃伝上）

（巻ユ05 上官儀伝）

（巻115 徐彦伯伝）

 （巻130 楊場伝）

（巻ユ42 崔祐甫伝）

 （巻203 李翰伝）

（巻206 武藤宗伝）

 『史記』は前漢の武帝の段階に編纂されたものであり，

上記の表現はその段階以前のものである。1・2の表現

ではr大臣」という謂まr諸侯」やr吏＿千石」等とは

異なる性格のものであり，少なくとも諸侯や秩二千石の

官人と比肩する者を表しているとみられる。3の表現で

は，当時「三公」と「九卿」とは明確にその意味するも

のが異なり，「公卿」は三公と九卿そのものを意味してい

たと考えられるのであるから，r大臣」とr公卿」とが同

義であるとすれば，いずれカト方の表現だけでこと足り

るのであり，従って，「大臣」と『公卿」とは異なる内容

を表す語であったとすべきであろう。4からは，「大臣」

が「諸侯王」に比肩するものであることがわかる。

 『漢書』の5・6・7の表現は，『史記』の4・1・3

にそれぞれ一致ないし近似するものである。8の表現は

r大臣」が執政官人を含むものであったことを示してい

る。「大臣」をそのまま「公卿」と同義とみることができ

ないことは前述の通りであるが，『漢書』巻51買出伝に，

文帝の時代のこととして，「其辞日，……陛下則立，・・

賜天下男子爵，大臣皆至公卿。一・」と記されているこ

とは，この推定を傍証するものであろう。公卿が一般の

官人とは異なる高い地位の者であったことは言うまでも

ないところである。「卿」は前漢では秩比二千石以上の官

人で，皇帝及ぴ大官の合意によって付与された朝位と考

えられている（4）が，買出伝の記述はこの説を支持する

ものであろう。この「卿」と『大臣」とは同義ではない

にしても，かなり密接な関係にあったであろうことは，

前掲表に見られるように，「公卿大臣」という表現が『後

漢書』以後の正史にも頻繁に出ていることから容易に推

測し得るところである。更に，『漢書』巻五六董仲静伝に，

「仲野復対日，一・若乃諭政事之得失，察天下之息耗，

北大臣輔佐之職，三公九卿之任，非臣仲箭所能及也。…

・・ vとあることは，r大臣」とr卿」等との関係を雄弁に

物語るものであろう。1～9の表現，及び貢山伝・董仲

箭伝の記述から，上眉官人である「大臣」の中でも，よ
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り上位の者が「公卿」と表現されたと考えるべきではな

いかと思われる。

 『漢書』百官公卿表に，「凡秩比二千石以上，皆銀印青

綬，光禄大夫無。秩六百石以上，……比二千石以上，皆

銅印黄綬。……」などとあり，秩比二千石以上の官人と

それ以下の者とは明確に区別されていたようである。

r大臣」がr諸侯王」やr諸侯」に比肩するものであり，

秩比二千石以上の官人から選ばれる「九卿」と密接な関

係を有するものであることと，この百官公卿表の記述と

を勘案すれば，「大臣」は秩比二千石以上の官人を意味す

る語であったとすることができるのではなかろうか。

 以上のように「大臣」を考える場合，2で「大臣」と

r二千石」とが分離されていることが問題となるかのよ

うである。しかし，この疑問については1・5・6と2

自体とが説明を与えてくれそうである。即ち，前漢では

漢王室の近親や功臣が諸侯王・諸侯として各地に分封さ

れ，半独立の王国や侯国を持つのであり，身分としては

諸侯王が第一，諸侯が第二で，他の官人がそれらに次ぐ

のであるが，1・2・5・6では身分とは逆の順に表現

されている。これは皇帝に近い中央官人を先に，地方に

封じられている者を後に記したことによるものであろう。

しからば，2の「吏二千石」は州牧・郡太守等の秩二千

石の地方官等を意味すると考え得るのではなかろうか。

従って，前漢の「大臣」は中央官職に任じられていた秩

比二千石以上の官人を意味する話とみるのが妥当なとこ

ろと思われる。

 『後漢書』でr大臣」なる語の内容を幾らかなりとも

示す表現は10～12である。10は元初3年両戌条に

r初聴大臣二千石刺史行二年表。」，11は建光元年11

月庚子朔条に「復断大臣二千石以上腿三年蕗」とあると

ころに見える表現であるが，これらの如き記述は「大臣」

がただ漠然と上層・有力官人を意味する語ではないこと

を示している。上級官人を漠然と意味するものであるな

らば，三年喪を聴したり，断じたりする範囲が不明確と

なるからである。これらの表現では，2の場合と同様に，

「大臣」は「二千石」と異なる内容を示すとみるべきで

あろう。しかし，ここに見えるr二千石」は2とはその

示す内容を異にしているようである。この「二千石」に

は，その表現からして，太守が含まれているともみられ

るが，r±千石」を含む表現にはr三公・特進・侯・中

二千石・二千石・郡守・諸侯相（5）」「三公・特進・ダ喉・

中二千石・二千石・郡守（6〕」「公・卿・特進・侯・中二

千石・郡国守相（7）」等があり，郡守＝郡太守は二千石と

は一応分離されている。それはともかくとして，・これら

の表現においてはr中二千石」とr二千石」とは明確に

区別されているのであり，その他のところでも「中二千

石」と「二千石」とは一括されて表現されてはいない（8〕

のである。従って，10・11の「二千石」も同様に「中

二千石」とは異なる内容を表しているとすることができ

るのではないかと思う。しからば，「大臣」は秩中二千石

以上の官人を意味する語と考えられるであろう｛9）。

 王葬による改革で，中二千石は卿，二千石は上大夫，

比二千石は中大夫，千石は下大夫等と称されることにな

った（10）が，後漢では，執金吾等に見られるように，秩

中二千石の官人が全て卿とされたわけではない。九卿は

全て中二千石であるが，九卿以外にも中二千石の官人が

存在した「大臣」で表現される官人が中二千石以上の者

であることと，12の表現とは矛盾するものではない。

 『三国志』以後では，「公卿大臣」の如き表現が殆どで

あり，「大臣」なる語が示す内容を明らかにし得るものは

殆ど知られない。僅かに26・39・41・48・58
で大将・重将との関係，30・35で諸侯・王との関係

が，それぞれ覗われるに過ぎない。北周のr重将」が如

何なる将軍を指しているのかは明らかでないが，晋の大

将軍は第二品以上（11〕，晴の大将軍は正二品以上（12）で

ある。宋における王の官品の規定は伝えられていないが，

県侯は第四品，亭侯は第五品であり｛13），北魏では開国

県侯は第二品，散侯は従第二品である（14）。

 中国のr大臣」を考えるための直接的な史料は，筆者

が得た限りにおいては，以上に留まる。膨大な正史が存

在する割には，『大臣」を検討するための史料は極めて乏

しいのである。上述のところでは，前漢と後漢の時代の

「大臣」について垣間見たに過ぎず，三国時代以降の「大

臣」については全く明らかにし得ていない。しかし，手

がかりが全くないというわけでもない。『新唐書』に至る

までしばしぱr公卿大臣」という表現が現れていること

が何がしかの手がかりになるのではないかと思われる。

 三公は前漢の段階で既に名誉職的なものに化していた

が，九卿は国家機構の中枢にあった。時代が下るにした

がって，少府から分立した尚書等によって次第に権力の

中枢が担われることになるが，それでも三卿・九卿等と

して，晴・唐にまで九卿は影響を及ぼしており，三公も

存続している。このことはr公卿大臣」という表現が，

慣習的に用いられていたにせよ，実体を伴わないという

ようなものではなかったことを示している。実態が存在

したからこそ，r公卿大臣」なる表現が用いられたと考え

るべきであろう。しからば，前漢・後漢の『大臣」は九

卿に任じられる階層以上の官人に対する身分的呼称とみ

られるが，後世にも同様の表現が伝わり，九卿の品階以

上の官に任じられている着が言わば慣例的に「大臣」と

称されていたのではないかという推測も可能になる。

 そこで，次に前漢・後漢の秩比二千石以上の官職の晶

階の変遷を見ることにしよう。
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1I＿千石官の品階の変量

 前漢・後漢の比二千石以上の官職の品階の変遷を唐代

まで追ってみると別記の〔表1〕のようになる。

 この表に明らかなように，三公は一品官，九卿は三品

官に移行しているが，後代とのつながりが不明の官を除・

けば，中二千石官は全て三品官に移行している。宮崎市

定氏は後漢の俸秩と魏の官品とを比較され，三公が一品，

大将軍が二晶，九卿が三品，州牧が四品（州領兵刺史），

郡太守が五品，京北大県令が六品（諸県・県令秩千石者）

にそれぞれ移っていること等から，従来の二千石以上の

公卿大夫は一～五品に分けられ，千石以下六百石以上は

六・七品，四百石以下二百石以上は八・九品に当たると

された（15〕。目安としてはそれで良いのかも知れないが，

〔表1〕と千五官・比千石官の品階の推移を示した〔表

2〕とを勘案すると，必ずしも宮崎氏の説かれるように

は言えないところがある。

 二千石官では，後に卿となる将作大匠・大長秋と太子

少傳・太子食事・司隷校尉が三品，州牧が四品，郡太守

は五品となり，比二千百官では光禄大夫・侍中・中常侍

が三品，射声校尉・護鳥桓校尉・讃美絞尉が四品，虎責

中郎将が五晶，奉軍都尉が六品にそれぞれ移り，千看官

では尚書令が三品，御史中丞が四品，太子三卿が五品，

「万戸以上県令（大県令）」が六品，比千石の弱者僕射は

五品となっている。後漢の中二千石以上の官と魏の三品

以上の官は，公は一品，比公者は二品，中二千石は三晶

というように，そのまま移動するとみることは可能であ

るが，二千石以下の官については，宮崎説のようには断

定し得ないであろう。しかし，両者には何等かの対応関

係があったことは考えられるところである。

 ／表3〕は六百石以下の官と魏の官品との対応関係を

まとめたものであるが，二百石以上が九品以上に相当す

ることはまず認められる。また，三百石～二百石が九品

に相当していることも，比三百石の中黄門が七品になっ

ているという例外はあるが，承認し得るであろう。

 問題は二千石～比四百石の官についてである。前述の

ように，二千石官は三～五品，比二千官・千五官・比千

石官は三～六品に移っている。六百石官と比六百石官と

は，尚書僕射・尚書が三品になっていることを例外とす

れば六・七晶になっており，四百石膏・比四百石官は

五～八品となっている。六百石以下の官職はほぼ六品か

ら八晶までの間に配置されたと言し滞る。

 四百石官・比四百石官で六品となっているのは尚書左

丞・右丞・侍郎であるが，千石官の尚書令が三品，六百

石官の尚書僕射と尚書も三品となっていることと同様に，

俸秩からすれば破格の晶階に移っているので，これら尚

書関係官職の品階は傾外的なものと見なし得るであろう。

また，太子庶子・衛率も，六百石の中庶子とともに，例

外的な官となし得るのではなかろうか。しからば四百

石膏・比四百石官は原則として七・八品に配置されたと

みられる。更に言えば，八晶に移った官の方が七品とさ

れたものよりも多いことから，四百石膏・比四百石官は

八品に位置付けられるのが基本であったように思われる。

 六百石官は七品に配置された官の方が六品に移ったも

のよりも多い。九卿に統轄される諸令は晋でも存在して

いるので，魏でも置かれていたと考えられるが，それら

は晋で七品であることからして，魏でも同様であったと

想定される。この諸令を加えれば，六百石官は大多数七

品官に移ったことになる。比六百石官も，太子洗馬が七

品になっていることから，六百石官に準じたと考えて良

いであろう。従って，六百看官・比六百石官は，原則と

して，七品に位置付けられたと考えられる。

 二千石官は，地方官は四・五品となっているが，中央

官が三品に位置付けられているので，原則として，三品

に移ったとなし得るであろう。比二千石膏では，顧問応

対を掌る光禄大夫と天子の左右に侍す侍中・中常侍が三

品，雛陽城門十二箇所を掌る城門校尉と宿衛兵を掌る屯

騎・歩兵・越騎・長水・射声の五常校尉が四品，殿門の

宿衛を掌る左・右・虎責中郎将が五品，天子の乗車・駄

馬を管掌する奉車・駅馬都尉が六品となっているが，こ

れは役職の重要性によって分類・再編されたものであろ

う。千石官・比千五官も役職の重要性から三～六品に分

けて配置されたと考えられる。

 しからば，六百石～比二百石の官職については宮崎説

は有効であるが，二千石～比千石の官については修正を

迫られることになる。二千石官は三～五品に区別された

が，その中心は三品にあり，比二千石～比千石の官は三

～六品に再編されたとすべきであろう。全体として，中

二千石以上は不動，二千石以下は再編という傾向があっ

たことを指摘することができる。

 〔表4〕は魏から唐に至る三品以上の官の晶階の変遷

をまとめたものである。三品以上の品階の中での上がり

下がりが幾つか見られるものの，四品以下から三品以上

に上がるのは御史中丞と国子祭酒のみ，逆に三品以上か

ら四品以下に下がるのは開府儀同三司・秘書監・大長秋・

中常侍だけである。御史中丞が唐で正五品上に降下した

のは，御史台の長官として御史大夫が設置（復置）され，

中丞が次官となったことによる。開府儀同二司は晴では

上開府儀三司が分立しており，秘書監は陳だけの特例で

あり，大長秋と中常待は陪代には消滅していた。総じて

三晶以上は安定し㈹，「公卿」と称されるように，四品

以下の官に叙された官人との間に断層があったと言える。

梁の段階で三品以上，五晶以上で礼数に等差が設けられ

たという指摘（17〕も，上述の状態を示すものであろう。
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第37巻 中国古代の「大臣」をめぐって

 以上のように，後漢の中二千石官は魏で三品官となり，

魏以後唐に至るまで，三晶以上の官職には殆ど出入りが

見られず，安定していると言い得る。前節で指摘したよ

うに，後漢では中二千石以上の官人が「大臣」と称され

る者であったと考えられるのであるが，品階の変遷を勘

案するならば，魏以後では「大臣」は三品以上の官職に

任じられていた官人，あるいは三品官以上の身分の者を

意味する語であったと考えられるのではないかと思う。

㎜ 「大臣」の実例

 前節において，魏以降では「大臣」は三晶以上の官に

あった官人，ないし三品官以上の身分の者を意味すると

いう想定に達した本節ではこれを裏付けるために，r大

臣」として現れている官人の実例を見ることにする。

 『史記』～『新唐書』で，前漢～唐の「大臣」として

現れている者は次の通りである。出典はr大臣」と記さ

れている条であり，官名や秩階・品階はr大臣」として

現れている段階でのものであるが，咄典」以外からも調

べている。北魏～東・西魏のr大臣」については二種の

晶階を記したが，一つは大和17（493）年に発布さ

れたもの，いま一つは同23（499）年発布のもので

ある。「→」は大和23年以前の段階で「大臣」として現

れている者，r←」は23年以後にr大臣」と記されてい

る者であり，いずれも矢印の基点が17年品階である。

＜前 漢＞

周 勃  太尉緯武侯

灌嬰
張 湯

陳 平

陽 憧

蓋寛饒

上官桀

上官女

震 光

淳子長

孔 先

師 丹

王 音

劉 向

薫 賢

劉 章

蘇望之

 ？

（『史書刮呂太后本紀，『漢書』高岳紀）

穎陰〔譲〕侯

御史大夫

丞相

光禄勲（中二千石）平通侯

司隷校尉（二千石）

左将軍安陽侯

票騎将軍桑楽侯

大司馬大将軍博陸侯

侍中衛尉（中二千石）定陵侯

丞相

大司空

大司馬車騎将軍

光禄大夫（比二千石）

侍中駒馬都尉一（比二千石）

→ 高安侯大司馬衛将軍

朱虚侯

御史大夫

大潟艦（中二千石）

（『史記』呂太后本紀）

  （r史記』張湯伝）

  （『漢書』高岳紀）

  （『漢書』元帝紀）

  （『漢書』宣帝紀）

  （『漢書』天文志）

  （『漢書』天文志）

  （『漢書』天文志）

  （『漢書』天文志）

  （『漢書』五行志）

  （『漢書』五行志）

  （『漢書』五行志）

  （『漢書』五行志）

 （『漢書』五行志）

（『漢書』楚兄王伝）

（『漢書』斎望之伝）

（『漢書』楚兄王伝）

＜後 漢〉

伏 恭

萢遷
鄭 弘

梁 商

潟 経

楊震
衰紹

李，杜

〈魏＞

曹洪
夏侯尚

薫 昭

満寵
王 凌

〔曹〕彪

諸葛誕

孫 淋

鍾 会

郵 文

公孫淵

李 豊

五経
冊丘俊

文 欽

 ？

＜晋＞

桓 温

司馬問

上導
郡 監

察謹
桓 玄

魏詠之

司馬栄期

王 謹

司馬遵

孔安国

王 潭

李含

司空            （『後漢書』牟融伝）

公輔            （『後漢書』郭丹伝）

大尉            （『後漢書』鄭仏伝）

執金吾（中二千石）大将軍

          （『後漢書』梁商伝・天文志）

太常（卿，中二千石）    （『後漢書』凋纏伝）

太尉           （『後漢書』楊震伝）

車騎将軍1司隷校尉（比二千石）

             （『後漢書』公孫積伝）

公（「李杜二公」とある）  （『後漢書』李固伝）

原騎将軍（二晶）

江南大将軍（二品）

司徒（一晶）

太尉（一晶）

太尉（一晶）

楚王

（『晋書』『宋書』天文志）

（『晋書』『宋書』天文志）

（『晋書』『宋書』天文志）

（『晋書』『宋書』天文志）

（『晋書』『宋書』天文志）

（『晋書』『宋書』天文志）

鎮東大将軍（二晶）・儀司三司・

都督揚州高平侯     （『晋書』『宋書』天文志）

大将軍（一品）永寧侯（三品）

            （『晋書』『宋書』天文志）

司隷枝尉（三品）東武亭侯（五品）

            （『晋書』『宋書』天文志）

江西将電（三品）郵侯（三品）

            （『晋書』『宋書』天文志）

大司馬楽浪公（一品）

中書令（三品）

尚書（三品）

鎮東将軍（三晶）都督揚州

揚州刺史（四品）前将軍

衛献公（一晶）

   （『宋書』天文志）

   （『宋書』天文志）

   （『宋書』天文志）

  （噺唐書』韓仏伝）

  （噺唐書』韓仏伝）

（『三国志』魏書程暁伝）

南郡公太尉（一品）      （『晋書』天文志）

斉王             （『晋書』天文志）

丞相司徒（一品）       （『晋書』天文志）

太尉（一品）         （『晋書』天文志）

司徒（一晶）        （『晋書』天文志）

丞相（一品）侍中（三晶）録尚書事（『晋書』天文志）

荊州刺史（四品）持前都督六州（二品）

領南蛮校尉（四品）

益州刺史（四品）

司徒（一品）揚州刺史（四品）

太保（一品）武陵上

左僕射（三品）

司徒（一品）

秦国郎中令始平中正

（『晋書』天文志）

（『晋書』天文志）

（『晋書』天文志）

（『晋書』天文志）

（『晋書』天文志）

（『晋書』劉敦伝）

（『晋書』李含伝）
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用 顎

王敦

梅陶
楮築
司馬秀

庚愛之

謝尚

呂 護

王愉

般仲堪

司馬尚之

沐承之

徐羨之

＜宋＞

傭 亮

謝晦

義孝
  誕

休茂
子 尚

織王景文

義廉
段景仁

崔

 ？

 ？

＜南斉＞

遥 光

＜梁＞

蒜穎達

章叡

＜陳＞

侯安部

華咬

尚書左僕射・吏部尚書（三品）

           （『晋書』劉晩伝・周顕伝）

益陽侯（二晶）光禄勲都督安南将軍（三品）

潮州刺史（四品）仮節     （『晋書』王敦伝）

尚書（三品）         （『晋書』鍾雅伝）

左衛将軍（四品）       〈『宋書』武帝紀）

游撃将軍（四品）章武王    （『宋書』武帝紀）

荊州刺史（四品）輔国将軍（三晶）（『宋書』天文志）

都督江西准南諸軍事前将軍（三品）予州刺史（四品）

給車中（五品）僕射（三晶）  （『宋書』天文志）

貨州刺史（四品）前将軍（三品） （『宋書』天文志）

氾刊刺史（四品）都督予州四郡・輔国将軍（三品）

仮飾・尚書左僕射       （『宋書』天文志）

都督荊益寧三州軍事・振武将軍（四品）

荊州刺史（四品）仮節     （『朱書』天文志）

諜王             （『宋書』天文志）

光禄勲（三品）        （『宋書』天文志）

   『晋書』は当時秘書監（三品）とする

司空（一品）録尚書事・揚州刺史（四品）

               （『宋書』天文志）

尚書僕射（三品） → 中書監（三晶）

               （『宋書』天文志）

衛将軍（二品）散騎常侍（三品）建平郡公

               （『宋書』天‡志）

征北大将軍（二晶）衡陽王   （『宋書』天文志）

南亮州刺史（四品）寛陵上   （『宋書』天文志）

雍州刺史（四品）海陸上    （『宋書』天文志）

司徒（一品）予竜王      （『宋書』天文志）

大将（二品以上）       （『宋書』天文志）

揚州刺史（四品）常侍・中書監（三晶）

               （『宋書』天文志）

大将軍（二晶以上）      （『魏書』天象志）

尚書僕射（三晶）護軍・中書令（三品）

               （『魏書』天象志）

司徒（一品）        （『南斉書』魏虜伝）

長沙王            （『宋書』天文志）

新安王             （『宋書』天文志）

始安王         （『南史』臨汝侯担之伝）

唐県開国侯          （『梁書』蒜穎達伝）

散騎常侍（十二班）護軍将軍（十五班）

               （『梁書』章叙伝）

司空（一品）          （『情書』天文志）

使持節都督湘巴等四州諸軍事潮州刺史（二晶）

    通直散騎常侍（四品）仁武将軍 （『隔書』天文志）

＜北魏～東・西魏＞

劉 芳  太常卿（三卿，従一晶→第三品）（『魏書』広平王伝）

元順顧  尚書僕射（従一晶中→従二晶）（『魏書』長孫道生伝）

高 允  兼太常（従一品下→三品）→中書監（従一品中→従

     二晶）散騎常侍（二吊下→従三晶）（『魏書』高允伝）

斐植 金紫光禄大夫（従一品下→従二晶）尚書（従一晶下

    →二品あるいは従二品）崇義県開国侯（→二品）

                   （曝書』斐叔業伝）

  寿  征北将軍（一品下→二品）城陽王（十品）

                   （『魏書』天象志1）

目 辰  殖州刺史（→三品）宜都王（十品）

                 （『魏書』天象志1・2）

  澤  大偉（一品←一晶上）領太尉（一品←品中）

     清河上（一品←）      （『魏書』天象志1）

高敷曹  司徒公（一品←一品中）〔東魏〕（曝書』天象志1）

穆宗太尉（一晶中→一品）  （『魏書』天象志2）

  曜河南王（→一品）  （『魏書』天象志2）

  閻  侍中（二品上→三晶）征東大将軍（一晶下→二品）

     河東王（→一品）       （『魏書』天象志2）

万安国  大司馬（一品上十品）大将軍（一品上→一晶）

     安成王（→一品）      （『魏書』天象志2）

幸恵南都王（→一晶）   （『魏書』天象志2）

長楽 定州刺史（→三品）安楽土（→一品）

                   （『魏書』天象志2）

韓頽 裏城王（→一品）   （『魏書』天象志2）

李鍾葵  頓丘上（→一晶）      （『魏書』天象志2）

尉元 三老山陽郡開国公（→一晶） （『魏書』天象志2）

劉飛  大将軍（一品上一ト品）宋王（十品）

                   （『魏書』天象志2）

  嘉広場王（一晶←）  （『魏書』天象志2）

  詮尚書左僕射（二晶←品中）安楽土（一晶←）

                   （『魏書』天象志2）

  懐太保（一晶←品上）領司徒（一品←晶中）

     広平王（一品←）      （蹴書』天象志2）

安原  左僕射（一晶中→二品）河間公（→一晶）侍中

     （二品上→三品）江南大将軍（一品下→二晶）

                   （『魏書』天象志3）

  纂江東大将軍（一品下→二晶）中山王（→一品）

                   （碗書』天象志3）

長孫嵩  太尉（一品中→一品）北平王（→一品）司徒（一晶

     中十晶）  （『魏書』天象志3・『北史』魏本紀）

叔孫建  鎮南大将軍（従一晶上→二品）丹陽王（→一晶）

                   （『魏書』天象志3）

洛侯 広平王（十品）   （『魏書』天象志3）

昇 国  右軍将軍（従三品上→従四晶上）済陰公（→一品）

                   （『魏書』天象志3）
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崔 光  中書監（従二晶←従一品中）侍中（三晶←二品上）

                    （『北史』崔光伝）

＜北斉＞

高元海  侍中（三品）開府儀同三司（従一品）

     太子食事（三晶）      （『北斉書』祖挺伝）

斜律学脚侍中（三晶）開府儀同三司（従一品）義寧王（一品）

                    （『北史』祖艇伝）

張碓  侍中（三晶）開府      （『北斉書』張雌伝）

彰楽 太尉（三公一晶）   （『情書』天文志下）

楊惜  尚書令（二品）特進（二品）原騎大将軍（従一品）

     開封王（一晶）       （『階書』天文志下）

燕子献  右僕射（従二品）開府・侍中（三品）

                   （蹄書』天文志下）

可朱渾天和 鎮東大将軍（二晶）開府・博陵公（二晶）

                   （蹄書』天文志下）

宋鉄道  侍中（三品）秘書監（三品） （『階書』天文志下）

高帰彦  糞州刺史平泰王（一晶）大傳（一晶）領司徒（一晶）

                   （蹄書』天文志下）

紹徳太原王（一品）開府儀同三司（従一晶）

                   （『階書』天文志下）

和士開  録尚書港南王（一品）    （『清書』天文志下）

庫荻伏連領軍大将軍（二晶）宜都郡王（一晶）

                   （蹄書』天文志下）

王子宜  治書待御史（従五品）    （蹄書』天文志下）

潟子株  右僕射（従二品）      （『情書』天文志下）

慕容僚  壊邪王（一品）       （『情書』天文志下）

斜律明月 右丞相成陽王（一晶）    （『情書』天文志下）

長恭蘭陵上（一品）    （『階書』天文志下）

崔季静  侍中（三品）開府一左光禄大夫（二品）特進（二晶）

                   （『情書』天文志下）

＜北周＞

李植 司会（正王命）    （『陪審』天文志下）

孫恒 軍司馬（正五名）   （『情書』天文志下）

乙弗鳳  宮伯（正王命）       （『陥書』天文志下）

宇文貴  太保（正九命）       （『陪書』天文志下）

宇文護  太師（正九命）大家宰（正七命）晋国公（正九命）

                   （『情書』天文志下）

楊堅 靖国公（正九命）右三軍総管（『情書』天文志下）

王軌  柱国（正九命）郊公（正九命） （『情書』天文志下）

＜晴〉

劉肪  上大将軍（従二品）費国公（従一晶）

                   （『情書』天文志下）

楊素  右湊射（従二晶）上柱国（従一晶）越国公（従」品）

                   （『階書』天文志下）

李揮  嚇国公（従一晶）右騎衛大将軍（正三晶）

                    （『陪審』李揮伝）

蘇威 光禄大夫（正三品）開府儀同三司（正四品上）

史万歳

屈突通

虞慶則

張影武

＜唐＞

李 橋

斐

陳希烈

高士廉

李世動

劉 泊

王及善

宗楚客

紀処納

崔祐甫

章 倫

李 晟

資 参

買 耽

鄭粛

粛遣
揮

郭公（従一品）        （『陥書』蘇威伝）

柱国（正二晶）太平県公（従一晶）上開府儀同

（従三晶）左傾将軍     （『陥書』史万歳伝）

騎衛大将軍（正三晶）    （『情書』先君素伝）

大将軍（正三品）内史監（正三品）吏部尚書

（正三晶）京兆昇（正三品）彰城郡公（従一品）

→尚書右僕射（従二品）    （『陪審』突豚伝）

淫州刺史（正三品）散騎常侍（従三品） →

監国史・侍中（正三品）開府 （『北史』張影武伝）

特進（正二晶）守兵部尚書（正三品）同中書門下

三品・趨国公（従一品）

    （『旧唐書』礼儀志一，噺唐書』祝欽明伝）

翼国公（従一晶）御史大夫（従三晶）成都升

（従三品）創南西川節度使  （『旧唐書』礼儀志4）

兵部尚書（正三品）丞相（＝侍中正三晶）

頴川郡開国公（正二品）

     （『旧唐書』刑法志，噺唐書』刑法志等）

開府儀同三司（従一晶）依田平章事・中国公

（従一晶）       （『旧唐書』漢王元昌伝）

太子色事（正三品）兼左衛率・特進（正二品）

同中書門下三晶・英国公（従一品）

            （『旧唐書』漢王元昌伝）

侍中（正三晶）左庶子（正四品上）検校民部尚書

（正三晶）        （『旧唐書』楽彦璋伝）

春宮尚書・秦州都督（正三晶） → 掬州大都督府

長史（従一品） →光禄大夫（従二晶） →

滑川刺史（従三品）    （『旧唐書』王及善伝）

中書令（正三晶）同中書門下三品

    （『旧唐書』宗楚客伝，噺唐書』王無競伝）

侍中（正三晶）      （『旧唐書』宗楚客伝）

門下侍郎（正四晶上）平軍事 …→中書侍郎

（正四品上）修国史・平章事

    （『旧唐書』崔祐甫伝，噺唐書』崔祐甫伝）

太常卿（正三晶）兼御史大夫（従三品）銀青光禄大

夫（従三晶）（『旧唐書』開播伝，噺唐書』張嘉貞伝）

太尉（正一品）中書令（正三晶）西平郡王（従一品）

    （『旧唐書』李晟伝，『親唐＝書』昭徳皇后伝）

中割寺郎（正四晶上）同平章事（『旧唐書』資参伝）

右僕射（従二晶）同中書門下平章事

             （『旧唐書』舞金義伝）

礼部尚書（正三品）河中井（従三品）河中節度・

晋緯監察等使 → 太常卿（正三晶）

      （『旧唐書』鄭粛伝，『新唐書』鄭粛伝）

尚書右僕射（従二品）→楚国公（『旧唐書』斎遺伝）

侍中（正三品）検校尚書左僕射（従二品）同中書門

下平章事→ 検校司空（正一晶）
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                （噺唐書』昭徳皇后伝）

封徳葬  中書令（正三品） → 尚書右僕射（従二品）

              （『新唐書』膠東郡王道彦伝）

崔敦礼  兵部尚書（正三品） →侍中（正三品）

                （『新唐書』前王元景伝）

侯召集  務国公（従一晶）吏部尚書（正三品）

                 （噺唐書』侯召集伝）

李靖僕射（従二品）    （『新唐書』魏徴伝）

王珪  侍中（正三品）      （『新唐書』魏徴伝等）

房玄齢  尚書右僕射（従二晶）   （噺唐書』権万紀伝）

粛 璃  尚書左僕射（従二晶）  （『新着書』長孫刃忌伝）

長孫珀忌斉国公（従一品）尚書右僕射（従二品）

                （噺唐書』長孫元忌伝）

楊再思  撒台侍郎（正四晶上）同鳳閣海台平章事

                 （噺唐書』王無競伝）

王及善  秦州都督・益州長史・光禄大夫（従二晶）

                 （『新唐書』王及善伝）

劉幽求  尚書左丞相（従二晶）兼黄門監（噺唐書』劉幽及伝）

章巨源  侍中（正三品）箭国公（従一品）

                 （『新唐書』章巨源伝）

蘇壊 侍中（正三晶）戸部尚書（正三品）

                  （噺唐書』蘇壌伝）

馬 燧  検校兵部尚書（正三品）山国公（従一品）

                 （臓椿書』張嘉貞伝）

自志貞  司農卿（従三品）     （噺漕＝書』張嘉貞伝）

斐遵慶  黄門侍郎（正四品上）同中書門下平章事

                 （鵬箱書』斐遵慶伝）

令狐陶  御史中丞（正五晶上）→兵部侍郎（正四品上）→

    同中書門下平章事…→国公 （噺漕＝書』令狐潮云）

李徳裕  兵部尚書（正三晶）中書門下平章事

                 （噺唐書』李徳籟伝）

李珪  吏部尚書（正三品）検校尚書左僕射（従二晶）

    准前節度使         （噺唐書』李日≡伝）

李林甫  礼部尚書（正三晶）同中書門下三品 → 兵部尚書

     （正三晶）岡中書門下三品晋国公（従一品）

                 （噺唐書』李林甫伝）

牛仙客  山国公（従一晶）     （噺唐書』李林甫伝）

 前漢では，丞相・太尉・御史大夫（大司空）の三大官

は秩差に基づく十六階の中には入らない官である｛18〕。

諸将軍や諸侯王・諸夕1喉も同様である。これらの諸将軍

は軍官の最上層に位置するものであり，後漢では公に比

される重要な官職である（19）。従って，前漢段階の大臣

の実例は秩比二千石以上の官人ということになる。

 後漢では，司徒・太尉は公，大将軍・車騎将軍は「比

公者」であり｛20），「公輔」は「三公田輔」の略称・略記

であるから，大臣の実例は全て公卿である。

 魏の官晶は『通典』巻36職官18に見えるだけであ

るが，大臣として現れている者は殆ど第三品以上の官に

ある官人である。例外的存在は文欽であるが，文欽が任

じられた前将軍は，『通典』に記される魏の官品には見え

ないが，晋では第三品官である｛21〕から，魏の場合も同

様であったと思われるのであり，これも三品官以上とい

うことになる。前掲の他に尚書僕射の毛玖も大臣の例に

挙げることができるかも知れない｛22）が，僕射は第三品

であるので，結果は同じである。

 晋の官晶を伝えるのは，魏の場合と同様，『通典』だけ

である｛23）が，これには北魏以降のように諸王の品階は

記されていない。諸王は品階の中に組み入れられておら

ず，それを超越するものであったのであろう。大臣とし

て現れる者は殆とが第三品以上の官にある官人もしくは

それ以上の身分の者であるが，司馬栄期・般仲堪・楮棄

が例外の如くである。司馬栄期は『晋書』安帝紀義煕2

年正月条・天文志下と『宋書』天文志3とに見えるだけ

であり，いずれも益州刺史として現れている（24）。従っ

て，栄期が他官を兼任していたことや，他官に選任され

たという確証はない。しかし，その反面，三品官以上に

叙されていなかったと断定することもできないのである。

晋の王室と同じ司馬姓であることからすれば，三品官以

上に任官されていたか否かは不明であるとしても，王号

を有していた可能性も考えられるであろう。般仲塵は都

督号を有しているが，『通典』巻32職官14州牧刺史条

によれば，「凡単車刺史加督進一品，都督進二品，不輸持

節・仮節。」とあるので，これに従えば，三晶以上であっ

たことは明らかである。構築は『晋書』では巻45王湛

伝に御史中丞として現れているだけである。『宋書』の当

該部分には，「光禄勲†承之・左衛将軍楮察・游撃将軍司

馬秀役使官人，為御史中丞王禎之所糾察。……高祖与大

将軍賎，自，薬等備位大臣，所懐心尽。……」とあり，

光禄勲†承之・章武王司馬秀と並べられ，高祖と大将軍

艘の言で棄が代表者として挙げられている。薬の伝はこ

れら以外に見当たらないが，『朱書』の記述からして，棄

は承之・秀と比肩する地位にあったと考えられる。

宋の大臣は全て第三晶官以上の官人である。

南斉の官品について伝えるものはないが，宋の制を踏

襲したのであれば，諸王は官品の秩序の中には含まれて

いなかったことになる。

梁の大臣斎穎達の「開国県侯」は，『情書』巻26職官

志上と『通典』巻37職官19とに載せられている十八

班官制の中には見えないが，『通典』職官19の末尾に

「九品之制下廃」とあるので，朱の制に従えば第三晶と

なる。南朝の官品制の影響を受けた北魏｛25）では第二品

である。十二班は正四品，十五班は従二晶に当たる｛26〕。

 陳の二人の大臣は三晶官以上である。
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〔表 1〕 秩比二千石以上の官順の品階の変遷

宮 名 前漢 後漢 魏 晋 宋 梁 陳 陪 唐

北魏 北斉 北周

太宰 一品 一晶 一晶 十八班 一品 正一品 正一品

大師 正一品 正一品 正九命

太傳 一晶 一品 一晶 十八班 一品 正一品 正一品

正一晶 正一品 正九命

太保 一晶 一品 一品 十八班 一晶 正一晶 正一晶

正一品 正一晶 正九命

太尉 一晶 一品 一晶 十八班 一品 正一品 正一品

正一品 正一品

司徒 一品 一品 一品 十八班 一品 正一晶 正一品

正一品 正一品

司空 一品 一品 一品 十八班 一品 正一晶 正一品

正一品 正一品

丞相 一晶 一品 十八班 一品

大丞相 相国も

御史大夫 従三品 従三品

太常1卿〕 中二千石 中二千石 三晶 三品 三品 十四班 三品 正三品 正三品

正三品 工E三品

光禄勲（卿） 中二千石 中二千石 三品 三品 三品 十一班 三品 正三品 従三品

正三品 正三品

衛尉〔卿〕 中二千石 中二千石 三品 三品 三品 十二班 三品 正三品 従三品

正三品 正三品

太僕〔卿〕 中二千石 中二千石 三晶 三晶 三晶 十班 三晶 正三品 従三品

廷尉〔卿〕 中二千石 中二千石 三品 三品 三品 十一班 三品 正三品 従三品

大理卿 正三品 正三品

熾
中二千石 中二千石 三品 三品 三品 九班 三品 正三品 従三品

醐 正三品 正三品

宗正〔卿〕 中二千石 中二千石 三品 三晶 三品 十三班 三品 正三品 正三品

日
正三品

大司農 中二千石 申二千石 三品 三品 三品 十一班 三品 正三品 従三品

司農卿

日
正三品

少府〔卿〕 中二千石 中二千石 三品 三晶 三品 十一班 三品 従三晶

少府監

将作大匠 二千石 二千石 三晶 三品 三品 十班 三品 従三品 従三品

大匠卿 従三品 従三品 将作監

執金吾 中二千石 中二千石

太子太傳 二千石 中二千石 三品 十六班 二品

太子少傳 二千石 中二千石 三品 十五班 二晶

太子保・傳 三品 三晶

太干三師 正二品 従一品

正二品 正二品
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 北魏～東・西魏の大臣は，大和22（498）年以前

に現れている者で，当時の官職名が知られる者は殆ど第

二品中以上で，大和二三年品階で見ても第三品以上とな

っている。伊外は済陰公ヂ国だけであるが，23年品階

では右軍将軍は従四品上となっているが，公爵は第一品

である。官職が不明の者は全て王・開国郡公であり，2

3年品階では第一品に位置付けられている。一方，大和

23年以後に大臣として現れる者は全て従第二品以上で

ある。大和17年官品制と23年官品制とは，表面上の

晶階の高低はあるが，実質はそれほど異なるものではな

いとされている｛27〕。それはともかく，『魏書』『北史』

の編者がいずれの官品制を基準として考えたにせよ，大

臣として現れる者が三品官以上であることは明瞭である。

 北斉も北魏～東・西魏の場合と同様，第三品官以上が

殆どである。例外は王子宜のみであるが，踊書』の当該

部分には，

  出目，兵喪並起，国大乱易政，大臣謙真後，太上

  皇崩。至武平二年七月，領軍庫秋伏連・治書侍御史

  王子宜，受理邪正徹旨，矯詔誌録尚書・准前王和士

  開於南台。伏連等即日誌，右僕射偏子捺賜死。

とある。ここに見えるr大臣」は謙された者であること

から，和士開・庫秋伏連とともに王子宜も挙げたが，子

宜は兵乱に関わったことで名が記されたのであり，「大

臣」が子宜をも含むとは必ずしも言えないと思われる。

 北周の大臣の中で李植・孫恒・乙弗鳳は正王命（正五

品相当）官についており，例外のようにも見える。臓書』

の当該条は次の通りである。

  周関帝元年五月癸卯，太白犯軒臨出日，太白行軒

  転中，大臣出合。又日，皇置去勢。辛亥，・・出日，

  基国乱。又日，太塾其年九月，家宰護逼帝於遜立，

  幽於旧邸，月余殺崩。司会李植・軍司馬孫恒及官

  伯乙弗鳳讐被謙害。其大臣出合，大臣死，皐之広也1

 傍線を引いているように，前半の「大臣出合」「皇后失

勢」「英国乱」「大事」が後半では「大臣出合，大臣死，

早」となっており，「大臣死」の占が前半に見えないよう

に，この記述に老子の混乱が見られるのであるが，それ

はともかくとしても，「大臣死」の「大臣」が李植等を指

していることは動かすことができない。李植と孫恒は，

『周書』巻3孝聞帝紀元年9月条では，殺された段階で

それぞれ梁州刺史・潰州刺史であったとされている。『通

典』巻39職官21によれば，北周では「刺史万戸以上

者」は正七命（正三品相当）であったが，鵬春』巻29

地理志上には，梁州は月一万一千九百一十，漬州は戸三

万六千九百六十三と記されている。『周書』に見える官を

兼任していたとし，また囎劃地理志上の戸数と北周

段階のそれとがそれほど差がなかったとすれば，李植と

孫恒は正七令官にあったということになる。乙弗鳳につ

いては他の官職名が伝えられていない。正王命官どまり

であったとしても，李櫨・孫恒とともに内乱で殺された

ことによって，『陥書』天文志にその名が記されているに

過ぎないと考えることはできる。

 階の大臣は全て正＝晶官以上の官人である。

 唐も正三品官以上の官人が殆どである。それ以外は「同

中書門下平章事」r同中書門下三品」で，宰相に準ずる存

在であり，身分としては三品官就任者と同格である。

 以上，前漢～唐の大臣として正史に現れている官人に

ついて見てきたが，総じて三品官以上の官職に叙されて

いる者，ないしそれ以上の身分の者であり，前節までの

推定と矛盾するものではなさそうである。

むすび

 以上，「大臣」を含む表現上級官の秩階・品階の変遷，

「大臣」として正史に現れている者の官職の秩階・品階，

という三つの視角から，中国のr大臣」について検討を

加えた。r小臣」に対するr大臣」というような漠然とし

た表現もあるが，総じて従三品以上の官職に就任してい

る官人，ないしそれに準ずる者に対する身分的呼称が『大

臣」であったと考えられるのである。

 朝鮮三国と倭国剛立階は，中国の正四品以下に対応さ

せて理解することができる。大臣蘇我馬子は冠位を超越

する存在であり｛28），まさしく三品官以上の官職に就任

している者を表す「大臣」に相当する。高句麗の大対盧

は，官位制の枠内のものではあるが，全ての官人の上に

立っ存在ということから，外肚旺品官以上のもので

ある。大対度は「大臣」とも表記可能であるから，倭国

と高句麗とは中国の大臣に通ずるr大臣」を最高官とし

ていたということになる。中国の吠臣」を基にして高

句麗とわが国の最高官名ができたのではなかろうか。

 冠位十二階が成立する推古朝においては，例えば，高

句麗僧慧慈が，康戸皇子の師や，法興寺に住して三宝の

棟梁となっているように，わが国と高句藤とは友好関係

にあった。中国の大臣を基に既に成立していた高句麗の

「大臣」を，わが国の最高執政官の名称として導入した

のではないかと考えられるのである。但し，「大臣」なる

語の導入前に「マカリタロ」「オホマヘツキミ」という朝

鮮（高句醐語・和語があったことは想定に難くない。

＜追記＞
本稿は拙稿「日本古代の『大臣』についての一試考」（大

阪府立工業高等専門学校『研究紀要』17．1983年）末

尾での中国の「大臣」に関する指摘についての詳論であ

る。
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太子倉事 二千石 三品 三品 三品 十四班 三晶 従三品

正三品 正三品

大長秋 二千石 二千石 三品 三品 三品 九班 五品

従三晶 従三品

司隷校尉 二千石 二千石 三晶 三晶

城門校尉 二千石 比二千石 四晶 四品

正四上 正四上

中曇校尉 二千石 四品 四品

魏以後将軍 従四上 従四上

11校1 二千石 比二千石 四晶

正五下 従四下

歩1校尉 二千石 比二千石 四品

正五下 従四下

越騎校尉 二千石 比二千石 四晶

正五下 従四下

長水校尉 二千石 比二千石 四品

正五下 従四下

胡騎校尉 二千石

射声校尉 二千石 比二千石 四品

正五下 従四下

徽
二千石

京兆芳 二千石

州牧 一＝一二γ
黷P■コ 二千石

郡太守 二千石 二千石 五品 五晶 五品 五晶以

正四下｝ 従三品一 七命一

光禄大夫 比二千石 比二千石 三品 三晶 三晶 十三班 三品 正三品 正三晶

正三品 正三晶 正七命

虎責中郎将 比二千石 比二千石 五品 五品 五晶

奉車都尉 比二千石 比二千石 六晶 六晶 従五上 従五下

紐
従五下 五命

嚇馬都尉 比二千石 比二千石 六晶 六品 従五下 従五下

従五下

光禄騎都尉 比二千石 比二千石

侍中 比二千石 三品 三品 三品 十二班 三品 正三品 正三晶

正三品 正三品 納言

左・右中郎将 比二千石 五品 八班 五品

従四下 従四下 六命

中常侍 比二千有 三品 三品

正四上 正四上

誼島桓校尉 比二千石 四品 四晶

護先校尉 比二千石 四品 四晶
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〔表 2〕 秩千石・比千石の官業の品階の変奏

官 名 前漢 後漢 魏 晋 宋 梁 陳 陪 唐

北魏 北斉 北周

御史中丞 千石 千石 四晶 四品 四品 十一班 三晶 正五上

従三品 従三品

九卿丞 千石 比千石

六少 正四上 正四上 正四上

万戸以上県令 千石 千石 六品 六晶 六晶 八晶 従六上 従六上

大県令 正六下 正六下 五命 上県令 上県令

上県 」＝県 七千以

太中大夫 比千石 千石 四品

従三品 従三品 七命

尚書令 千石 三品 三品 三品 十六班 一晶 正二品 正二品

正二品 正二品

太子家令 八百石 千石 五品 五品 五品 十班 四品 従四上 従四上

従四上 従四上

太子率更令 千石 五品 五晶 五品 十班 四品 従四上 従四上

従四上 従四上

太子僕 千石 五品 五晶 五品 十班 四品 従四上 従四上

従四上 従四上

謁者僕射 比千看 比千石 五品 五品 五品 六班

太傳・太尉・ 千石 六品

司徒・司空長吏 公府長史

〔表 3〕 秩六百石以下の官と黎の官品との対応

後   漢 魏 後   漢

六百石官 少府尚書左・右丞 尚書左・右丞  六品

度遼将軍長史 諸軍長史・司馬 少府尚書侍郎 尚書侍郎   六晶

度遼将軍司馬 秩六百石者七品 太子庶子 太子庶子    五品

太常高廟令 太廟令    七品 太子衛率 太子護率    五品

太常光武廟令 画室署長，内署長，

光禄中散大夫 中散大夫    七品 大長秋中宮薬長，

光禄諌大夫 諌議大夫   七品 皇太子封王国礼楽長， 諸雑署長史  八品

光禄議郎 議郎     七品 衛士長，医士長，

衛尉公車司馬令 公車令    六品 永巷長，祠祀長

少府中黄門穴従僕射 黄門穴従僕射  六品 比四百石官

少府尚書僕射 尚書僕射   三品 太尉東西曹壕 諸公府壕属   七品

少府尚書 尚書     三品 皇子封王国謁者 諸国公謁者   七晶

少府治書侍御史 治書侍御史   六品 三百石官

少府侍御史 部曹侍御史  六品 宗正諸公主毎主家丞 諸王太妃及公主家

太子門大夫 太子侍講椚大夫六品 僕・丞   七品

太子中庶子 太子中庶子   五晶 右扶風京兆副・県長 諸県長    九晶

護烏桓校尉擁節長史， 比三百石官

護烏桓校尉擁節司馬， 護完戎蛮夷越烏桓 少府中黄門 中黄門    七晶

護発校尉擁節長史， 校尉長史・司馬 七品 二百石官

護完校尉擁節司馬 衛尉史，太僕文学史，

比六百石官 少府令・史，

太子洗馬 太子洗馬   七晶 少府符節令・史， 令・史    九晶

四百石官 廷尉史，鴻胆史，

少府黄門署長 小黄門諸署長  七品 宗正史，執金吾史
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 太常太史丞，

 太常中明室及霊台丞，

 少府苑中丞，

〔表 4〕 三品以上の官融の品階の変重

右史南国丞，

大司農直丞，

大司農錐陽市丞

諸署丞    九品

官名 魏 晋 宋 梁 陳 晴 唐

北魏 北斉 北周

太宰 一品 一品 一品 十八班 一晶 正一晶 正一品

太師 正一品 正一品 正九命

太搏 一品 一品 一品 十八班 一品 正一晶 正一晶

正一品 正一品 正九命

太保 一品 一品 一品 十八班 一品 正一品 正一品

正一晶 正一品 正九命

太尉 一晶 一晶 一品 十八班 一晶 正一晶 正一晶

正一品 正一晶

司徒 一品 一晶 一品 十八班 一晶 正一品 正一品

正一品 正一品

司空 一品 一晶 一品 十八班 一品 正一品 正一品

正一晶 正一品

丞相 一品 一晶 十八班 一品

開府儀同三司 一品 一品 一晶 十七班 一品 正四上讐 従一品

従一品 従一晶 九命 （出上開府儀同は従三品）

尚書令 三品 三晶 三品 十六班 一品 正二晶 正二品

正二品 正二品

太子樽 三品 三品 三品★ 十六班ま 二晶★ 正二品“ 従一晶“

（太子太傳ま） 正二品“ 正二品★

太子保（太子少 三晶 ＝置
皷�

三品ま 十五班ま 二晶★ 正二晶“ 従一晶舳

傳★・太保舳） 正二品 正二品

尚書左・右僕射 三品 三品 三晶 十五班 二品 従二品 従二品

従二晶 従二晶

中書監 三晶 三品 三品 十五班 二晶 従二晶

従二晶 従二品 （後廃）

光禄大夫 三晶 三品 三品 十三班 三品 正三品 正三晶

正三品 正三品 正七命

侍中（納言★） 三品 三品 三品 十二班 三品 正三品★ 正三晶

正三品 正三品 不明★

散騎常侍 ＝回一回口 三品 三品 十二班 三品 従三品 従三品

従三品 従三晶 後正二品

中常侍 三品 三晶

正四上 正四上

列曹尚書 三晶 三品 三品 十三班 三品 正三品 正三品

正三品 正三晶

中書令 三品 三品 三品 十三班 三品 正三品 正三品

正三品 正三品

秘書監 三品 三品 三晶 十一班 四品 正三品 正三品

正三品 正三品

太常〔卿〕 三晶 三品 三晶 十四班 三晶 正三晶 正三晶

正三晶 正三品

光禄勲（卿） 三品 三品 三品 十一班 三品 正三品 従三品

正三晶 正三品
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衛尉〔卿〕 三品 三晶 三品 十二班 三品 正三品 従三品

正三品 正三品

太僕〔卿〕 ＝ロ
[ロロ 三品 三品 十班 三品

螂
従三品

正三品 正三品

廷尉〔卿〕 三品 三品 三晶 十一班 三品 正三品 従三品

正三品 正三品

熾
三晶 三品 三品 九班 三品 正三品 従三品

（鴻聴卿） 正三品 正三品

宗正〔卿〕 三品 三品 三品 十三班 三品 正三品 正三品

正三晶 正三品

大司農 三品 三晶 三品 十一班 三品 正三品 正三品
（司農卿） 正三品 正三品

少府〔卿〕 三晶 三品 三品 十一班 三品

司隷校尉 三晶 三品

大長秋 三品 三品 三品 九班 五品

従三品 従三品

太子倉事 三品 三品 三品 十四班 三品 正三品

正三品 正三品

太后三卿 三品 三品 三品 三品

国子察酒 五品 十三班 三品 従三品 従三晶

従三品 従三品

御史申丞 四品 四品 四品 十一班 三品 （大夫）

趾従三晶 従三品 従三品 （大夫従三品）

将作大匠 三品 三品 三品 十班 三品 従三品 従三品

（大匠卿） 従三品 従三品 （将作監）

注

（1）岩橋ノ』棚太「孝徳天皇紀の大臣及び内臣にっいて」（『上代官職制度

 の研究』所収，吉川弓蚊館，1973年）。

（2）同様の表現は『後漢劃『梁書』一『魏書』『一蜘にも見える。

（3）同様の表現は『新唐書』にも見える。

（4）伊藤徳男「前漢の九卿にっいて」（『東方学論集』1．1954年）。

（5）『後漢割巻玉安帝紀永初五年潤月戊戌条詔中。

（6）『後漢劃巻五安帝紀永初元年四月丁酉条。

（の 確漢劃巻五安帝紀建光元年四月己巳条。

（8） r二千石」を含む表現は注（5）（6）（7）の他に，巻5孝安帝

  紀延光元年人月己亥条・巻7孝値帝紀建和2年正月庚午条・志第2

  9輿月阯・志第30輿服下に見え，全て中二千石と併記されている。

  また，巻62萄爽伝に「公卿及二千石」という表現が見えるが，こ

  れは吠臣二千石」なる表現と考え合わせるぺきものであろう。

（9）狩野直禎「後漢末地方嚢族の動向」（『中国中世史研究』所収，束

  海大学出版会，工970年）は「大臣の秩は真二千石」とするが，そ

  の根拠ま明記されていない。

（1O）『漢劃巻99中王葬伝中。

（11）『通典』巻37職官19。

（吻『晴書』巻28百官志下。

（13）『朱書』巻40百官志。

（14）碗書』巻113官氏志ヨ

（賜宮崎市定『九品官人法の研剃（同朋舎，1956年）102～3頁。

（1⑤ 梁の班制の場合は例外的にかなり変動が見られるが，品階制も並

  行して行われた。陳の官品制は梁のそれを継承しているので，梁の

  品階では官の上がり下がりはあまりなかったと考えられる。

（η富崎市定前掲注（ユ5）著書，366頁。

（1③『通典』巻36職官18。

（19）『後漢書』志第24百官1。

（20）『後漢書』志第24百官1。

（21）『通典』巻37職官19。

（鋤『三国志』巻23魏書和治伝

（賜）『通典』巻37職官19。

（24） 『晋書』天文志下の記述と『宋書』天文志3のそれとは同内容で

  ある。

（2① 北魏の官晶制が南朝のそれの影響を受けたことは宮崎市走，前

  掲注（ユ5）薯書r第五章 北魏の官制と選挙制度」に詳しい。

（瑚官崎市定，前掲注（15）著書，317頁。

（2の宮崎市定，前掲注（15）著書，397～8頁。

（瑚関晃帷古朝政冶の性格」（『東北大学日本文化研究所研究報告』3．

 1967年）。
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